
船舶事故調査報告書 

 

                               平成２３年１月２７日 

                        運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

委    員  横 山 鐵 男（部会長） 

                           委   員  山 本 哲 也 

                           委   員  根 本 美 奈 

 

事故種類 衝突 

発生日時 平成２２年８月９日 ２２時３２分ごろ 

発生場所 兵庫県明石市明石港沖  

明石港西外港沖防波堤東灯台から真方位２４２°１,１００ｍ付近 

（概位 北緯３４°３８.１′ 東経１３４°５８.４′） 

事故調査の経過  平成２２年９月１日、本事故の調査を担当する主管調査官（神戸事務

所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報  

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

Ａ 引船 港
みなと

丸、１９.９８トン 

２５０－７５５１大阪、個人所有 

１１.９０ｍ（Lr）×４.１９ｍ×１.７６ｍ、鋼 

ディーゼル機関、２９４.２０kＷ、昭和５５年７月 

Ｂ 台船 リース１０６号、約１,０００トン 

有限会社関西リース商会 

４６.５ｍ×１５.０ｍ×２.５ｍ、鋼 

Ｃ 漁船 明石
あかし

丸、４.９６トン、個人所有 

   ＨＧ３－２５３５１（漁船登録番号） 

   １１.８７ｍ（Lr）×２.８１ｍ×０.６８ｍ、ＦＲＰ 

   ディーゼル機関、漁船法馬力数１５、昭和５３年７月１６日 

 乗組員等に関する情報 Ａ 船長 男性 ５３歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 平成７年５月２日 

    免許証交付日 平成２２年４月２８日 

           （平成２７年５月１日まで有効） 

Ｃ 船長 男性 ４７歳 

一級小型船舶操縦士・特殊小型船舶操縦士・特定 

    免 許 登 録 日 昭和５７年４月１日 

    免許証交付日 平成１９年８月２９日 

           （平成２４年１１月２３日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 Ａ 左舷船首部に擦過傷 

Ｂ なし 

Ｃ 左舷船首部に亀裂 

 Ａ船は、船長Ａが１人で乗り組み、長さ約６５ｍのえい
．．

航索により、建

設廃材等を積載したＢ船をえい
．．

航して全長約１２０ｍの引船列（以下「Ａ

船引船列」という。）を構成し、明石港沖を陸岸に沿って速力約４.５ノッ

 事故の経過 
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ト（kn）（対地速力、以下同じ。）で東進した。 

 船長Ａは、椅子に座って手動操舵により東進中、Ａ船引船列の約３０ｍ

前方を右方に横切った２隻の漁船が、Ａ船引船列の右舷側を通過して行く

状況を確認したのち、前方を見たとき、左舷前方２００ｍ付近にＡ船引船

列に向けて接近するＣ船の作業灯を視認した。 

 船長Ａは、Ｃ船が更に接近したので、探照灯を照射して注意喚起しよう

と思い、操舵室右舷後部の電源スイッチパネルに手を伸ばしてスイッチを

入れたところ、スイッチを間違えたために探照灯が点灯しなかったので、

慌てて機関の回転数を下げてクラッチを中立としたが、平成２２年８月９

日２２時３２分ごろ、Ａ船の左舷船首部とＣ船の左舷船首部とが衝突し

た。 

 Ｃ船は、船長Ｃが１人で乗り組み、２２時２５分ごろ明石港を出港し、

船長Ｃが、機関を全速力前進にかけて約７～８kn の速力で、カンタマ南

灯浮標を船首目標として自動操舵により西南西進した。 

船長Ｃは、操舵室から出て同室の右舷後方で操船を行い、明石港の西側

港界付近で左転して淡路島西方沖の漁場に向け、約６kn に減速して南西

進しながら小型機船底びき網漁の準備を始めることにした。 

 船長Ｃは、作業灯を点灯していたことから、操舵室後方の操船位置から

は前方が良く見えなかったので、操業準備を始める前に船首部に移動して

周囲を一見したが、他船の灯火を認めなかった。 

船長Ｃは、再び操舵室の後方に移動して船尾方を向き、長さ約１６ｍの

網口開口用の桁を拡げる作業を始めて間もなく、Ａ船引船列と衝突した。

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南、風力 １ 

 海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期、潮流 西流約１kn 

 その他の事項  両船とも、油の流出はなかった。 

 Ａ船は、マスト灯２個、両舷灯、船尾灯及び引き船灯を表示していたほ

か、緑色回転灯を点灯していた。また、Ｂ船は、法定灯火である両舷灯及

び船尾灯を表示せず、船首両舷のビットに黄色点滅灯を各１個及び船尾両

舷のビットに取り付けた高さ約８０cm の竹竿の先端に白色点滅灯各１個

をそれぞれ点灯していた。 

 Ａ船引船列は、汽笛の吹鳴や探照灯による照射などは行わなかった。 

 Ｃ船は、緑色全周灯、白色全周灯及び両色灯を表示し、やぐら頂部に黄

色回転灯、前部甲板上に１００Ｗの作業灯１個及び船尾甲板上に１００Ｗ

の作業灯６個を点灯していた。 

 Ｃ船は、レーダーを備えていなかった。 

あり 分析 乗組員等の関与 

あり 船体・機関等の関与 

なし 気象・海象の関与 

 Ａ船引船列は、明石港西方沖を東進中、船長Ａ

が、Ａ船引船列の右舷側を航行中の漁船の動静に

意識を集中し、左舷前方の適切な見張りを行わな

かったことから、左舷前方から接近するＣ船に気

付くのが遅れ、Ａ船とＣ船とが衝突したものと考

えられる。 

判明した事項の解析 
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  船長Ａは、左舷前方約２００ｍにＣ船の作業灯

を初めて視認し、探照灯を照射して注意喚起しよ

うとして操舵室後部の電源スイッチパネルのスイ

ッチを入れた際、スイッチを間違えたことから、

探照灯が点灯しなかったものと考えられる。 

Ｃ船は、明石港西方沖を南西進中、船長Ｃが、

適切な見張りを行わなかったことから、Ａ船引船

列の灯火に気付かずに航行し、Ｃ船とＡ船とが衝

突したものと考えられる。 

船長Ｃは、船首部に移動して周囲の状況を確認

したとき、Ｃ船が作業灯を点灯して明るくしてい

たことから、Ａ船引船列の灯火に気付かなかった

可能性があると考えられる。 

原因  本事故は、夜間、明石港西方沖において、Ａ船引船列が東進中、Ｃ船が

南西進中、Ａ船引船列が、左舷前方の適切な見張りを行わず、Ｃ船が、適

切な見張りを行わなかったため、Ａ船とＣ船とが衝突したことにより発生

したものと考えられる。 

 

 




